
 

 

 

 

 

完了検査を担当する事務所については、以下のとおり市町村により区分しますので、検査日程

の事前予約をされる場合には、担当の事務所へご連絡いただきますようお願いします。 

【留意事項】 

  ・完了検査申請書の提出は、建築確認申請書を提出した事務所でお願いします。 

  ・やむを得ない事情がある場合は、ご相談ください。 

  ・表の③(2)の区分については確認申請を審査した事務所が担当しますのでご注意ください。 

  ・表の③④の区分の米子事務所については月曜日、水曜日、金曜日でお願いします。 

 検査担当事務所 検査日程の予約電話 

①鳥取市、八頭郡 

岩美郡 
本部（鳥取事務所） ０８５７－２１－６７０２ 

②倉吉市(関金地区） 

湯梨浜町、三朝町 

③倉吉市（関金地区を 

除く） 

北栄町 

(1)１号、２号（木造

住宅除く) 
本部（鳥取事務所） ０８５７－２１－６７０２ 

(2)２号（木造住宅） 

３号 

※建築確認を審査した事務所 

本部（鳥取事務所） 

米子事務所 

 

０８５７－２１－６７０２ 

０８５９－３０－３２４７ 

④琴浦町 (1)１号、２号（木造

住宅除く) 
本部（鳥取事務所） ０８５７－２１－６７０２ 

(2)２号（木造住宅） 

３号 
米子事務所 ０８５９－３０－３２４７ 

⑤米子市、境港市 

西伯郡、日野郡 
米子事務所 ０８５９－３０－３２４７ 

 

完了検査の担当事務所について 
～中部地区の検査はご注意ください～ 


